
当院の矯正治療の特徴

当院の矯正治療は、ただ歯を並べるだけでなく、

患者様に合った治療計画を立てて、診療を行い、

美しい口元、安定した歯並び•咬み合わせを

保つ事を目標としています。



経験豊富な矯正専門医との連携

当院の院長は矯正専門の歯科医院で勤務経験があります。それに加えて矯正専
門医との連携をとっており、確実な検査・診断のもと治療にあたっています。
矯正治療の経験のある歯科衛生士も常勤しており、万全のサポート体制で治療
に当たっています。

安心の料金設定
費用は、トータルフィー制度をとっております。トータルフィー制度とは、矯
正治療費が完全固定ということです。もし治療期間が予定より長引いても治療
費は一緒です。また、毎回の調節料も頂いておりません。 一般的な矯正歯科医
院では、治療費自体も高い
ですが、それに加えて毎回の調節料が３０００～５０００円かかります。
当院では、そういった調節料は一切頂いておりません。
（治療費につきましては医療費控除の対象となります。詳しくは末頁をご覧下さい。）

初診相談料 無料

矯正治療をしようかどうか迷っている方のため
に無料相談を行っています。



⼆期治療
（永久⻭に⽣え替わってからの矯正治療）

二期治療は永久歯が生えそろった段階でスタートします。
歯並び、咬み合わせ、顎関節、歯ぐきや顎の骨などの刺繍組織を
考慮し、お口をトータルに見て矯正治療を行います。

基本検査

①レントゲン

②お顔・お口の写真

③歯型とり

④咬み合わせ

⑤MFT（口腔筋機能療法）検査

⑥CRT（虫歯のリスクテスト）

精密検査



レントゲン写真



お顔、お口の写真



咬み合わせ

★上下の顎の関係と
咬み合わせを調べます



検査後…

資料を基に分析を行います。

咬合器につけて咬み合わせを詳しく調べます。

症例検討会
専門医による院内症例検討会を行い、
治療計画を立てます。



十分なインフォームドコンセント‥検査結果、問題点、治療方法をコンピュータ等を
用いて詳しくご説明します。その上で納得して頂いて治療を開始します。

診断





セットアップモデル



１.装置を装着して治療を開始

ブラケット

当院では、より精度の高い矯正治療の為にインダイレクトボンディング法（間接接着法）を取り入れています。
インダイレクトボンディング法とは、ブラケット（ワイヤーを通すために歯に装着する装置）を模型上に正確に位

置づけし、専用のトレーを用いて装着する方法です。（経費が大きくかかるため他院では別途料金のとこ
ろもあり、あまり行われていません。）これを行う事によって直接お口の中にブラケットを装着するよりず
れが生じる事なく精度の高い仕上がりが期待出来ます。

当院では目立ちにくいセラミックのブラケットを使用してます。

Ⅰ.インダイレクトボンディング

Ⅱ.セパレーション
奥歯に隙間を作るために歯と歯の間にゴムを入れます。

Ⅲ.バンドフォーミング
奥歯にバンドを作り、ワイヤーを通します。

インダイレクトボンディング法

治療



必要に応じてインプラントを使用する

場合があります。

インプラントとはミニスクリュー(矯正イ

ンプラント、ネジ)を用いた矯正治療で

前歯を後ろに下げたり、

奥歯のコントロールをする際にインプ

ラントを固定源に

して歯を引っ張る装置です。

インプラントを使用する事によって治

療期間の短縮や

効果的で良い治療結果が期待出来ま

す。

ミニスクリューは麻酔をしてから打ち

ますので、痛みは

ほとんどありません。

※インプラント（別料金）

インプラント



２.装置調節•お⼝の掃除
月に１回のペースで来院して頂き、ワイヤーやゴムなどの調節•交換します。
同時にお家でのブラッシングでは除去できない汚れを、機械を使って丁寧に
取り除き、きれいに磨きます。

３.装置除去
咬み合わせ、歯並びがきれいになったら装置を外します。

４.保定装置装着
保定装置とは、整えた歯並びが後戻りしないようにする装置です。
装置を外したばかりの歯は、後戻りしやすい状態にあります。

これは、舌や頰などの筋肉および歯の周囲の組織が新しい歯の
位置を覚えてくれていないためです。この後、半年ごとに観察し、
同時に機械を使ってお口のお掃除やフッ素塗布をしていきます。



唾液を採取して、お口の中に

どれくらい虫歯菌がいるか、

また食生活や生活環境をお聞きして

虫歯に対するリスクが高いか

低いかを調べていきます。

⻭科衛⽣⼠による予防プログラム
矯正治療を始める前に歯科衛生士が、患者様一人ひとりに合った
予防プログラムを立て、お口のケアをしていきます。

予防プログラムの流れ

①⾍⻭のリスクテスト



診断の日に担当衛生士が、

患者様一人一人に合った
虫歯予防プログラムをご提案します。
患者様にお渡しする指導用紙は

すべて手作りでオリジナルに
こだわっています。

虫歯に対するリスクの
高い人には

★虫歯の予防★
当院では、カリエスリスクテスト

の結果、虫歯菌の多い人や

リスクの高い人には、専用の

マウスピースを作り、薬剤を使って

虫歯菌をコントロールする処置
（３DS）を行います。

②検査結果の説明



歯科衛生士が定期検診の際に

歯のクリーニングを行います。

ご自宅での歯磨きだけでは

除去できない歯垢や歯石を

専用の器具を使って取り除き、

きれいに磨きます。

③お⼝のクリーニング



《当院では、矯正治療とあわせてＭＦＴを導入しています》

＊ＭＦＴ（Ｍｙｏ(筋）Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ（機能）Ｔｈｅｒａｐｙ(療法）とは
お口周りの筋肉のトレーニングの事をいいます。トレーニングにより正しい舌の動きや

正しいお口周りの筋肉の動きを覚えて習慣化し、歯並びを安定させます。

＊ＭＦＴの目的
１. 舌の筋肉の力を強くする。
２. 口唇や頬、口の周りの筋肉に力をつける。
３. 正しい飲み込み方を覚える。
４. トレーニングで覚えた舌の位置や口唇の状態を保ち、日常生活の中で習慣化する。

＊矯正治療との関係性
お口の周りの筋肉（口唇、舌）の力が弱く、バランスが悪いと舌で前歯が押され、

歯並びに影響がでてきてしまいます。これを舌癖といいます。



舌癖があると・・・

例えば、舌で前歯を押す癖があると
写真のように前歯がかまなくなってしまったり
上の歯が前に出る（出っ歯）
下の歯が前に出る（受け口）になってしまいます。

このように、舌癖がある状態で矯正を進めても・・・

・治療が順調に進まない。
・装置を外した後に元の歯並びに戻る。

そのために当院では、患者様に「きれいな口元」を手に入れていただくために
矯正治療と併用してＭＦＴをおこなっています。

矯正治療 きれいな口元 ＭＦＴ

皆様にＭＴＦをやってよかった！と感じていただけるように、スタッフ一同しっかりと
サポートしていきますので一緒に頑張ってみませんか？

舌癖を治さずして
矯正治療の成功はありえません。



よくある質問Q＆A

Q.装置は痛いの？
A. 個人差はありますが矯正の痛みは３日〜４日くらいで治まります。口内炎ができた場合はお薬をお渡します。

Q.どれくらいの期間装置をつけるの？
A.個人差はありますが、大体２〜３年です。

Q.矯正は抜歯をするの？
A.歯を抜くか抜かないかはそれぞれの歯並びの状態によって異なります。

すべての患者様に抜歯が当てはまるものではありません。診断の結果によって、必要があれば抜歯をします。
〜抜歯をした場合のメリット〜

•歯を抜く事によって横顔がきれいになる。

•ガタガタが無理なく治る。

•残った歯の寿命が長くなる。



医療費控除について

医療費控除の申請をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万
円を超えたら、忘れずに申告をしてください。医療費が控除の対象になる
ということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人
は決して多くはありません。しかし、還付申告で私達に最も身近でよくあ
るケースが医療費控除です。まず、医療費の額ですが、本人、または本人
と同一生計にある家族にかかった年内支払済医療費の合計が年間10万円
（あるいは総所得金額の５％）を超えたとき、その超過分が医療費控除の
対象となります。（ただし、控除額の上限は200万円まで）例えば、家族の
医療費が合計して年間80万円だとすると、70万円が医療費控除額になりま
す。ひとりの医療費が10万円と超えていなくても構いません。一家の医療
費を合計した額が10万円を超えていればよいのです。但し、それは実際に
支払った額で健康保険からの補填分や生命保険から入通院保険給付を受け
た分などは控除の対象にはなりません。



医療費控除額（支払額―10万円）に対する減税額パーセント（所得税＋住民税）

医療費控除前の所得金額
200万円以下
330万円以下
700万円以下
900万円以下
1800万円以下
1800万円超

（例）治療費支出800,000－100,000＝医療費控除額700,000円
所得200万円の場合 （所得税70,000円 住民税35,000円） 合計105,000円減少
所得500万円の場合 （所得税140,000円住民税70,000円） 合計210,000円減少
所得1000万円の場合（所得税210,000円住民税70,000円） 合計301,000円減少

医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額（自費治療費プラス保険治療の窓口負担金）です。
交通費は、診療や治療のための通院費用（地下鉄等はメモ、タクシーは領収書要）は認められます。
矯正治療は子供を対象として治療するもの（高校3年生まで）は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが
、成人の美容目的の場合は除外されます。（成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります）

確定申告に持参するもの
１．源泉徴収票
２．領収書
３．医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。
４．印鑑
５．ご自分の銀行口座
還付金が振り込まれます。
※(1)～(4)を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。

確定申告の時期
申告は2月16日から3月15日までです。
給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。

税率が減少する額
医療費控除額の15％
医療費控除額の20％
医療費控除額の30％
医療費控除額の33％
医療費控除額の43％
医療費控除額の50％



◎治療終了までにご負担いただく

主なお支払い金額 ￥800,000−(税別)

●二期(大人)治療●
◎検査料 ・基本検査料

・精密検査料
◎診断料 ￥50,000 (税別)
◎基本料 ・装置料

・観察料

●保定について●
◎保定装置料 ￥30,000 (税別)
・保定後観察料 ￥5,000 (税別)(一回につき)

}￥20,000 (税別)

}￥700,000(税別)･･･２年以内の分割可

☆アンカーインプラント治療等が必要な場合

・スクリュー １本 ￥10,000 (税別)

※インプラント治療が必要な方は診断時に医師より説明します。

毎回の調節料等治療途中に新たな料金が

かかることはありません。

治療を開始する前に、

矯正治療にかかる全ての費用をお伝えします。

治療期間が長くなったからといって

追加料金をいただくこともありません。

※ただし、抜歯 (永久歯・親知らず)・舌小帯切除・
スプリント治療等を当院で行った場合は

別途料金がかかります。抜歯 1本 3000円＋税
※エステティック・ワイヤーを希望される方は

別途料金(1本500円＋税)がかかります。


